
市税等の徴収を強化します！
税は、まちづくりを支える大切な財源です。市では、市税などを納付した皆さんとの公平を保ち、滞納の解

消を図るために、県と共同で「山梨県地方税滞納整理推進機構」を設置しました。今後、山梨県滞納整理推進機

構では、市税を滞納し納税指導などに従わない方に対し、差押えなどの滞納処分を強力に推進していきます。

納期限までに税金を納付していない状態を滞納といいますが、滞納すると、本来納めるべき税金の他に延滞

金を納めなければなりません。また、滞納者が税金を滞納したまま放置しておくと、法律に基づき滞納者の意

思に関わりなく、強制的に財産の差押えや公売などの滞納処分を受けることになりますので、納期内に納税さ

れますようお願いします。

◎滞納解消に向けた取り組み

市では滞納解消へ向け、次のような取り組みを行っています。

納税相談

市税を納期限までに納めることが困難な場合はご相談ください。

納税催告

納期限が過ぎても納付のない方に対し、文書催告書の送付、寓話催告、自宅訪問を行います。

財産調査

滞納者の財産を官公署・金融機関・生命保険会社などに対し調査します。

給与調査

滞納者が給与所得者である場合、給与の差押えをするために、勤務先に対する給与調査を行います。

滞納処分

土地・建物など財産がある滞納者に対し、差押えを行います。差押え後も納付にならない場合は、やむを

得ず、差押えた財産の公売を行うことになります。

また、預貯金、給与、自動車、生命保険なども差押えの対象となります。

間合先　税務課　収納対策室

安心・安全・新鮮な

にんにくを家族で収穫してみようロ

ー境はんはく触オーナー／嚢纂！
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1区画1坪13，000円

※1区画に80株植え付けしています。

※L球80個保障

受付期間　5月中旬まで

収穫期間　6月中旬一下旬

申込・間合先　曽雌にんにく生産組合　朝田

℡（48）2126　℡090（8845）0435

産業観光課　農林振興担当

H20．5．114


